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粗
大
ご
み
の
出
し
方

収
集
す
る
粗
大
ご
み

無
料
収
集
す
る
「
指
定
品
目
」

も
積
も
れ
ば

も
積
も
れ
ば

も
積
も
れ
ば

家
具
類

机
・
イ
ス
・
ソ
フ
ァ
ー
・
た
ん

す
・
ベ
ッ
ド
・
カ
ー
ペ
ッ
ト
・

た
た
み
・
布
団
な
ど

家
電
製
品
類

コ
タ
ツ
・
掃
除
機
・
扇
風
機
・

ビ
デ
オ
デ
ッ
キ
・
ス
テ
レ
オ
・

ワ
ー
プ
ロ
な
ど

そ
の
他

　
か
さ
・
遊
具
な
ど

※
ス
ト
ー
ブ
な
ど
タ
ン
ク
の
中
の

油
類
や
水
、
電
池
な
ど
は
全
部

抜
い
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
分
解
し
た
も
の
は
、
ひ
も
で
し

っ
か
り
し
ば
っ
て
整
理
し
て
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※
家
庭
ご
み
収
集
の
日
と
重
な
る

場
合
は
、
混
ざ
ら
な
い
よ
う
に

出
し
て
く
だ
さ
い
。

ガ
ス
コ
ン
ロ
・
電
子
レ
ン
ジ
・

な
べ
・
や
か
ん
・
フ
ラ
イ
パ
ン
・

自
転
車
・
ス
ト
ー
ブ
・
ス
チ
ー

ル
机
・
ト
タ
ン

※
ト
タ
ン
は
、
し
ば
っ
て
出
し
て

く
だ
さ
い
。

※
有
料
の
粗
大
ご
み
と
、
混
ざ
ら

な
い
よ
う
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

リ
サ
イ
ク
ル
対
象
品

ブ
ラ
ウ
ン
管
テ
レ
ビ
、
液
晶
・

プ
ラ
ズ
マ
テ
レ
ビ
、
エ
ア
コ
ン
、

パ
ソ
コ
ン
、
冷
蔵
庫
、
冷
凍
庫
、

洗
濯
機
、
衣
類
乾
燥
機

産
業
廃
棄
物

瓦
・
ブ
ロ
ッ
ク
な
ど
の
建
築
用

資
材
・
廃
油
・
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
な
ど
・
事
業
活
動
に
伴
っ
て

生
じ
た
ご
み

機
械
、
器
具
類

農
機
具
・
精
米
機
・
漁
具
・
電

動
機
・
大
工
道
具
・
金
属
工
具
・

ド
ラ
ム
缶
・
エ
ン
ジ
ン
・
バ
イ

ク
・
タ
イ
ヤ
・
ホ
イ
ー
ル
・
バ

ッ
テ
リ
ー
・
車
の
座
席
・
ボ
ー

ト
・
コ
ン
プ
レ
ッ
サ
ー
・
ピ
ア

ノ
・
毛
糸
編
み
機
・
足
踏
み
ミ

シ
ン
・
電
動
マ
ッ
サ
ー
ジ
器
・

大
型
コ
ピ
ー
機
・
ボ
イ
ラ
ー
本

体
お
よ
び
タ
ン
ク
・
直
径

１２
ミ

リ
以
上
の
鉄
筋
・
厚
さ
４
ミ
リ

以
上
の
鉄
板
・
ロ
ー
プ
類
な
ど

危
険
物

ガ
ス
ボ
ン
ベ
、
ガ
ソ
リ
ン
、
灯

油
な
ど
の
入
っ
た
容
器
、
農
薬
、

塗
料
溶
剤
、
化
学
薬
品
、
酸
、

ア
ル
カ
リ
性
液
体
な
ど

大
型
粗
大
ご
み

　
２
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

※
収
集
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、

廃
棄
物
処
理
業
者
ま
た
は
販
売

店
や
古
物
商
な
ど
に
相
談
の
う

え
処
分
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
機
械
器
具
な
ど
金
属
類
は
、
古

物
商
で
買
い
取
り
ま
た
は
無
償

で
の
引
き
取
り
を
し
て
も
ら
え

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

 
本
庁 

住
民
課 

環
境
保
全
係

　
蕁
４
３
―
２
８
０
０（
直
通
）

　
２
０
１
１
年
７
月
よ
り
い
よ
い

よ
地
デ
ジ
完
全
移
行
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
を
機
会
に
テ
レ
ビ
の
買
い
替

え
を
考
え
て
い
る
方
は
多
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
際
テ

レ
ビ
の
処
分
方
法
に
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

テ
レ
ビ
（
ブ
ラ
ウ
ン
管
・
液
晶
・

プ
ラ
ズ
マ
）
は
家
電
リ
サ
イ
ク
ル

対
象
品
で
す
。
ど
ち
ら
か
の
方
法

で
適
切
な
処
分
を
お
願
い
し
ま
す
。

①
小
売
店
に
運
搬
を
依
頼

　
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
+
収
集
運
搬

料
金
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

②
自
分
で
持
ち
込
む（
郵
便
局
振
込
）

　
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
を
郵
便
局
で

振
り
込
み
、
リ
サ
イ
ク
ル
券
を
貼

っ
て
、
指
定
引
取
場
所
へ
持
ち
込

ん
で
く
だ
さ
い
。

【
指
定
引
取
場
所
】

・
国
寅
商
店

　（
四
万
十
市
古
津
賀
３
０
４
５
）

・
日
本
通
運
中
村
営
業
所

　（
四
万
十
市
具
同
７
２
２
１
―
３
）

収
集
し
な
い
も
の

　
黒
潮
町
で
は
、
子
育
て
支
援
の

一
環
と
し
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
児
童
の
保
育
料
を
無
料

と
し
て
い
ま
す
。

①
児
童
（

１８
歳
に
達
す
る
日
以
降

最
初
の
３
月

３１
日
ま
で
の
間
に

あ
る
者
）
を
３
人
以
上
養
育
し

て
い
る
世
帯
の
第
３
子
以
降
３

歳
未
満
（
年
度
当
初
の
年
齢
）

の
児
童
が
保
育
所
な
ど
に
入
所
・

入
園
し
て
い
る
場
合
で
、
保
育

料
納
期
限
の

１０
日
前
ま
で
に
多

子
世
帯
保
育
料
適
用
申
請
書
が

提
出
さ
れ
て
い
る
児
童
。

②
同
一
世
帯
か
ら
３
人
以
上
同
時

に
保
育
所
な
ど
を
利
用
し
て
い

る
場
合
で
、
３
人
目
以
降
の
児

童
が
保
育
所
に
入
所
し
て
い
る

児
童
。

※
①
に
該
当
す
る
場
合
は
、
申
請

が
必
要
で
す
。

※
町
外
の
幼
稚
園
・
届
出
認
可
外

保
育
施
設
な
ど
も
該
当
に
な
り

ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
、
左
記

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
申
請
・
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

健
康
福
祉
課 

福
祉
係

蕁
４
３
―
２
１
１
６（
直
通
）

「
多
子
世
帯
」
の
保
育
料
を

軽
減
し
て
い
ま
す

　
粗
大
ご
み
と
し
て
収
集
す

る
も
の
は
、
お
も
に
家
庭
の

日
常
生
活
か
ら
出
る
家
具
・

家
電
製
品
・
台
所
用
品
・
自

転
車
な
ど
、
町
指
定
ご
み
袋

に
入
ら
な
い
大
き
さ
で
２
メ

ー
ト
ル
以
下
の
も
の
で
す
。

　
粗
大
ご
み
に
は
、「
黒
潮
町

粗
大
ご
み
指
定
証
票
」
を
貼

っ
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

２
０
１
１
年
７
月
の

 
 
 

地
デ
ジ
化
に
伴
っ
て

２
０
１
１
年
７
月
の

 
 
 

地
デ
ジ
化
に
伴
っ
て

ご
み


